
規

則

福
島
県
旅
費
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
官
報
報
告
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
、
知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
知
事
が
保
有

す
る
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
水
産
業
協
同
組
合
法
施

行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
三
十
六
号

福
島
県
旅
費
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
旅
費
取
扱
規
則(

昭
和
二
十
八
年
福
島
県
規
則
第
六
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
七
条
第
三
項
第
二
号
中｢

日
本
郵
政
公
社
の
調
べ
に
係
る
郵
便
線
路
図
そ
の
他｣

を
削
る
。

別
表
第
一
会
津
若
松
市
の
部
８
の
項
中｢東

山
ダ
ム
管
理
事
務
所
｣

を｢旧
東
山
ダ
ム
管
理
事
務
所
｣

に
改
め
、
同
表
郡
山
市
の
部
38
の
項
中｢安

積
高
等
学
校
御
舘
分
校
｣

を｢安
積
高
等
学
校
御
舘
校
｣

に
改
め
、
同
表
川
俣
町
の
部
３
の
項
中｢福

沢
小
学
校
｣

を｢旧
福
沢
小
学
校
｣

に
改
め
、
同
部
５
の

項
中｢小
島
小
学
校
｣

を｢旧
小
島
小
学
校
｣

に
改
め
、
同
表
舘
岩
村
の
部
３
の
項
中｢上

郷
小
学
校
｣

を｢旧
上
郷
小
学
校
｣

に
改
め
、
同
表
会
津
坂
下
町
の
部
６
の
項
中｢片

門
小
学
校
｣

を｢旧
片
門
小

学
校
｣

に
改
め
、
同
表
会
津
高
田
町
の
部
３
の
項
中｢永

井
野
小
学
校
｣

を｢旧
永
井
野
小
学
校
｣

に

改
め
、
同
部
５
の
項
中｢旭

小
学
校
｣

を｢旧
旭
小
学
校
｣

に
改
め
、
同
部
６
の
項
中｢藤

川
小
学
校
｣

を｢旧
藤
川
小
学
校
｣

に
改
め
、
同
部
７
の
項
中｢尾

岐
小
学
校
｣

を｢旧
尾
岐
小
学
校
｣

に
改
め
、

同
表
小
野
町
の
部
２
の
項
中｢小

野
新
町
小
学
校
雁
股
田
分
校
｣

を｢旧
小
野
新
町
小
学
校
雁
股
田
分

校
｣

に
改
め
、
同
表
都
路
村
の
部
２
の
項
中｢大

久
保
小
学
校
｣

を｢旧
大
久
保
小
学
校
｣

に
改
め
、

同
表
船
引
町
の
部
２
の
項
中｢今

泉
小
学
校
｣

を｢旧
今
泉
小
学
校
｣

に
改
め
、
同
部
10
の
項
中｢門

沢
小
学
校
｣

を｢旧
門
沢
小
学
校
｣

に
改
め
、
同
部
11
の
項
中｢堀

越
小
学
校
｣

を｢旧
堀
越
小
学
校
｣

に
改
め
、
同
部
12
の
項
中｢椚

山
小
学
校
｣

を｢旧
椚
山
小
学
校
｣

に
改
め
、
同
表
浪
江
町
の
部
３
の

項
中｢浪

江
高
等
学
校
津
島
分
校
｣

を｢浪
江
高
等
学
校
津
島
校
｣

に
改
め
、
同
表
飯
舘
村
の
部
１
の

項
中｢相

馬
農
業
高
等
学
校
飯
舘
分
校
｣

を｢相
馬
農
業
高
等
学
校
飯
舘
校
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
及
び
別
表
第
一
会
津
若

松
市
の
部
８
の
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

人
事
領
域
人
事
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
規
則
第
三
十
七
号

福
島
県
官
報
報
告
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
官
報
報
告
規
則(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
五
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
一
条
中｢

総
務
部
文
書
管
財
領
域
文
書
法
務
グ
ル
ー
プ
参
事｣

を｢

総
務
部
文
書
管
財
総
室
文
書

法
務
課
長｣

に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中｢

各
グ
ル
ー
プ｣

を｢

各
課｣

に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中｢

各
グ
ル
ー
プ｣

を｢

各
課｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

行
政
事
務
条
例
に
か

か
る｣

を｢

地
方
自
治
法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
条
例
に
係
る｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
第
二
項
の
改
正
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

文
書
管
財
領
域
文
書
法
務
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
規
則
第
三
十
八
号

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則(

平
成
七
年
福
島
県
規
則
第
一
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第22号1

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
福
島
県
旅
費
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

一

○
福
島
県
官
報
報
告
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

一

○
知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
等

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

一

○
知
事
が
保
有
す
る
公
文
書
の
開
示
等
に

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

○
福
島
県
水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

訓

令

○
福
島
県
地
方
振
興
政
策
会
議
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
訓
令

五

○
福
島
県
地
域
連
携
室
運
営
等
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
訓
令

五

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程

五

○
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
が
取
り
扱
う

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
規
程

六

○
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
が
保
有
す
る

公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
規
程

六



別
表
第
一
の
一
の
項
イ
及
び
別
表
第
二
の
二
の
項
中｢

百
円｣

を｢

三
十
円｣

に
改
め
る
。

様
式
第
一
号(

そ
の
一)

中｢主
管
グ
ル
ー
プ
(所
)
｣

を｢主
管
課
(所
)
｣

に
、｢事

務
取
扱

グ
ル
ー
プ
(所
)
｣

を｢事
務
取
扱
課
(所
)
｣

に
改
め
、
同
様
式(

そ
の
二)

中｢保
有
グ
ル
ー
プ

(所
)
｣

を｢保
有
課
(所
)
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
三
号
中｢担

当
グ
ル
ー
プ
(所
)
｣

を｢担
当
課
(所
)
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
四
号
中｢第

６
条
第
３
項
｣

を｢第
６
条
第
３
項
・
第
６
条
第
４
項
｣

に
、｢担

当
グ
ル
ー

プ
(所
)
｣

を｢担
当
課
(所
)
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
五
号
か
ら
様
式
第
二
十
二
号
ま
で
の
規
定
中

｢担
当
グ
ル
ー
プ
(所
)
｣

を

｢担
当
課

(所
)
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
三
号
中｢訂

正
決
定
等
｣

を｢利
用
停
止
決
定
等
｣

に
、｢第

21条
の
６
第
１
項
｣

を

｢第
21条
の
７
第
１
項
｣

に
、｢担

当
グ
ル
ー
プ
(所
)
｣

を｢担
当
課
(所
)
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
四
号
中｢第

21条
の
６
第
１
項
｣

を｢第
21条
の
７
第
１
項
｣

に
、｢担

当
グ
ル
ー
プ

(所
)
｣

を｢担
当
課
(所
)
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
五
号
中｢担

当
グ
ル
ー
プ
(所
)
｣

を｢担
当
課
(所
)
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
四
号
の
改
正
規
定

(
｢第
６
条
第
３
項
｣

を｢第
６
条
第
３
項
・
第
６
条
第
４
項
｣

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。)

、
様

式
第
二
十
三
号
の
改
正
規
定(

｢担
当
グ
ル
ー
プ
(所
)
｣

を｢担
当
課
(所
)
｣

に
改
め
る
部
分

を
除
く
。)

及
び
様
式
第
二
十
四
号
の
改
正
規
定(

｢第
21条
の
６
第
１
項
｣

を｢第
21条
の
７
第

１
項
｣

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。)

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
等

に
関
す
る
規
則(

以
下｢

旧
規
則｣

と
い
う
。)

様
式
第
二
号
に
よ
る
自
己
情
報
開
示
請
求
書
、
旧

規
則
様
式
第
三
号
に
よ
る
自
己
情
報
訂
正
請
求
書
及
び
旧
規
則
様
式
第
四
号
に
よ
る
自
己
情
報
利
用

停
止
請
求
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則(

以

下｢

新
規
則｣

と
い
う)

様
式
第
二
号
に
よ
る
自
己
情
報
開
示
請
求
書
、
新
規
則
様
式
第
三
号
に
よ

る
自
己
情
報
訂
正
請
求
書
及
び
新
規
則
様
式
第
四
号
に
よ
る
自
己
情
報
利
用
停
止
請
求
書
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
旧
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の

調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

文
書
管
財
領
域
文
書
法
務
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
規
則
第
三
十
九
号

知
事
が
保
有
す
る
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

知
事
が
保
有
す
る
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
二
年
福
島
県
規
則
第
百
六
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
項
イ
及
び
別
表
第
二
の
二
の
項
中｢

百
円｣

を｢

三
十
円｣

に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
十
号
ま
で
の
規
定
中｢担

当
グ
ル
ー
プ
(所
)
｣

を｢担
当
課
(所
)
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
知
事
が
保
有
す
る
公
文
書
の
開
示
等
に

関
す
る
規
則(

以
下｢

改
正
前
の
規
則｣

と
い
う
。)

様
式
第
一
号
に
よ
る
公
文
書
開
示
請
求
書
は
、

改
正
後
の
知
事
が
保
有
す
る
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
様
式
第
一
号
に
よ
る
公
文
書
開
示
請

求
書
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

文
書
管
財
領
域
文
書
法
務
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
規
則
第
四
十
号

福
島
県
水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則(

平
成
十
二
年
福
島
県
規
則
第
百
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
七
号
中｢

第
十
一
条
の
八
第
一
項
た
だ
し
書｣

を｢

第
十
一
条
の
十
一
第
一
項
た

だ
し
書｣

に
改
め
、
同
項
第
八
号
中｢

第
十
一
条
の
九
た
だ
し
書｣

を｢

第
十
一
条
の
十
二
た
だ
し
書｣

に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
中｢

第
十
七
条
の
三
第
二
項
た
だ
し
書｣

を｢

第
十
七
条
の
十
五
第
二
項
た

だ
し
書｣

に
、

｢

基
準
株
式
数
等
を｣

を

｢

基
準
議
決
権
数
を｣

に
、

｢

株
式
等
を
所
有
す
る｣

を

｢

議
決
権
を
保
有
す
る｣

に
、｢

水
産
業
協
同
組
合
基
準
株
式
数
等
超
過
所
有
承
認
申
請
書｣

を｢

水

産
業
協
同
組
合
基
準
議
決
権
数
超
過
保
有
承
認
申
請
書｣

に
改
め
、
同
項
第
十
八
号
中｢

第
九
十
一
条

の
二
第
二
項｣

を｢

第
九
十
一
条
第
二
項｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中｢

規
定
に
よ
る
一
時
理

事｣

の
下
に｢

若
し
く
は
監
事｣

を
加
え
、｢

水
産
業
協
同
組
合
一
時
理
事
選
任(

総
会(

総
代
会)

招
集)

請
求
書｣

を｢

水
産
業
協
同
組
合
一
時
理
事(

監
事)

選
任(

総
会(

総
代
会)

招
集)

請
求

書｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
三
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

法
第
十
五
条
の
二
第
三
項(

法
第
九
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の

規
定
に
よ
る
共
済
規
程
の
変
更
の
届
出

水
産
業
協
同
組
合
共
済
規
程
変
更
届(

様
式
第
二
十
七

号
の
二)

第
一
条
第
三
項
第
七
号
中｢

第
九
十
一
条
の
二
第
五
項｣

を｢

第
九
十
一
条
第
五
項｣

に
改
め
、
同

項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

法
第
百
二
十
六
条
の
二
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
子
会
社
の
届
出

水
産
業
協

同
組
合
子
会
社
届(

様
式
第
三
十
三
号
の
二)

第
三
条
の
見
出
し
中｢

命
令｣

を｢

省
令
及
び
命
令｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中｢

漁
業
協

同
組
合
等
の
信
用
事
業
に
関
す
る
命
令

(

平
成
五
年
大

蔵

省
令
第
二
号
。
以
下

｢

命
令｣

と
い

農
林
水
産
省

う
。)
第
四
十
六
条
第
四
項｣

を｢

水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則(

平
成
二
十
年
農
林
水
産
省
令
第

十
号
。
以
下

｢
省
令｣

と
い
う
。)

第
二
百
五
条
第
七
項｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

｢

命
令｣

を

｢

漁
業
協
同
組
合
等
の
信
用
事
業
等
に
関
す
る
命
令(

平
成
五
年
大

蔵

省
令
第
二
号
。
以
下｢

命

農
林
水
産
省

令｣

と
い
う
。)

｣
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

省
令
第
二
百
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
書
の
提
出
の
延
期
の
承
認
の
申
請
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水
産
業
協
同
組
合
事
業
計
画
書
提
出
延
期
承
認
申
請
書(

様
式
第
三
十
五
号
の
二)

第
三
条
第
二
項
第
二
号
中｢

第
五
十
一
条
第
三
項｣

を｢

第
五
十
一
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

様
式
第
十
号
備
考
１
の
�
中｢第

11条
第
８
項
(第
87条
第
10項
､
第
93条
第
７
項
､
第
97条
第
８

項
｣

を｢第
11条
第
10項

(第
87条
第
11項
､
第
93条
第
９
項
､
第
97条
第
９
項
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
十
一
号
中｢第

11条
の
８
第
１
項
た
だ
し
書
(第
11条
の
８
第
２
項
後
段
｣

を｢第
11条
の

11第
１
項
た
だ
し
書
(第
11条
の
11第
２
項
後
段
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
十
二
号
中｢第

11条
の
９
た
だ
し
書
｣

を｢第
11条
の
12た
だ
し
書
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
十
六
号
中｢水

産
業
協
同
組
合
基
準
株
式
数
等
超
過
所
有
承
認
申
請
書
｣

を｢水
産
業
協
同

組
合
基
準
議
決
権
数
超
過
保
有
承
認
申
請
書
｣

に
、｢信

用
事
業
会
社
｣

を｢特
定
事
業
会
社
｣

に
、

｢株
式
等
｣

を｢議
決
権
｣

に
、｢そ

の
基
準
株
式
数
等
｣

を｢そ
の
基
準
議
決
権

数｣

に
、｢所
有

す
る
｣

を｢保
有
す
る
｣

に
、｢第

17条
の
３
第
２
項
た
だ
し
書
｣

を｢第
17条
の
15第
２
項
た
だ
し

書
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
１
の
�
中｢基

準
株
式
数
等
｣

を｢基
準
議
決
権
数
｣

に
、｢所
有
す
る
｣

を｢保
有
す
る
｣

に
、｢株

式
等
｣

を｢議
決
権
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
１
の
�
中｢基
準
株
式
数

等
｣

を｢基
準
議
決
権
数
｣

に
、｢所

有
す
る
｣

を｢保
有
す
る
｣

に
、｢株

式
等
の
数
又
は
額
｣

を

｢議
決
権
の
数
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
１
の
�
中｢基

準
株
式
数
等
｣

を｢基
準
議
決
権
数
｣

に
、

｢所
有
す
る
｣

を｢保
有
す
る
｣

に
、｢株

式
等
｣

を｢議
決
権
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
十
八
号
備
考
１
の
�
中｢公

告
及
び
催
告
｣

を｢水
産
業
協
同
組
合
法
第
53条
第
２
項
(同

法
第
86条

第
２
項
､
第
92条

第
３
項
､
第
96条

第
３
項
及
び
第
100条

第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
｡
)
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
催
告
(当
該
公
告
を
官
報
の
ほ
か
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲

載
す
る
日
刊
新
聞
紙
又
は
電
子
公
告
に
よ
っ
て
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
､
こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
る
公

告
)
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
十
九
号
備
考
１
の
�
及
び
様
式
第
二
十
号
備
考
１
の
�
中｢催

告
｣

を｢催
告
(当
該
公
告

を
官
報
の
ほ
か
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
又
は
電
子
公
告
に
よ
っ
て
し
た
場
合
に

あ
っ
て
は
､
こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
る
公
告
)
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
一
号
備
考
１
の
�
中｢第

34条
の
２
第
２
項
本
文
｣

を｢第
34条
の
２
第
２
項
た
だ
し

書
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
二
号
中｢第

91条
の
２
第
２
項
｣

を｢第
91条
第
２
項
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
三
号(

そ
の
一)

備
考
１
の
�
中｢公

告
及
び
｣

を｢水
産
業
協
同
組
合
法
第
69条
第

４
項
(同
法
第
86条

第
４
項
､
第
92条

第
５
項
､
第
96条

第
５
項
及
び
第
100条

第
５
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
｡
)
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
53条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
｣

に
、

｢公
告
を
｣

を｢当
該
公
告
を
｣

に
、｢日

刊
新
聞
紙
に
掲
載
し
て
｣

を｢日
刊
新
聞
紙
又
は
電
子
公

告
に
よ
っ
て
｣

に
、｢こ

れ
ら
の
公
告
｣

を｢こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
る
公
告
｣

に
改
め
、
同
様
式(

そ

の
一)

備
考
１
の
�
中｢法

｣

を｢水
産
業
協
同
組
合
法
｣

に
改
め
、
同
様
式(

そ
の
二)

備
考
１
の

�
中｢公

告
及
び
｣

を｢水
産
業
協
同
組
合
法
第
69条
第
４
項
(同
法
第
86条
第
４
項
､
第
92条
第
５

項
､
第
96条

第
５
項
及
び
第
100条

第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
｡
)
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
53条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
｣

に
、｢公

告
を
｣

を｢当
該
公
告
を
｣

に
、｢日

刊
新
聞
紙
に
掲
載
し
て
｣

を｢日
刊
新
聞
紙
又
は
電
子
公
告
に
よ
っ
て
｣

に
、｢こ

れ
ら
の
公
告
｣

を

｢こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
る
公
告
｣

に
改
め
、
同
様
式(

そ
の
二)

備
考
１
の
�
中｢法

｣

を｢水
産
業

協
同
組
合
法
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
四
号
中｢水
産
業
協
同
組
合
一
時
理
事
選
任
(総
会
(総
代
会
)
招
集
)
請
求
書
｣

を

｢水
産
業
協
同
組
合
一
時
理
事
(監
事
)
選
任
(総
会
(総
代
会
)
招
集
)
請
求
書
｣

に
、｢一

時
理

事
の
｣

を｢一
時
理
事
(監
事
)
の
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
七
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
27号
の
２
(第
１
条
関
係
)水産
業
協
同
組
合
共
済
規
程
変
更
届

年
月

日
福
島
県
知
事

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

組
合

の
名

称
代
表
者
の
氏
名

印□

共
済
規
程
の
一
部
を
別
紙
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
､
水
産
業
協
同
組
合
法
第
15条

の
２
第
３
項

(第
96条
第
１
項
)の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
｡

備
考１
こ
の
届
に
は
､
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
｡

�
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
書
類

�
共
済
規
程
中
変
更
し
た
部
分
の
新
旧
対
照
表

�
変
更
後
の
共
済
規
程

�
総
会
若
し
く
は
総
代
会
の
議
事
録
の
謄
本
又
は
理
事
会
の
議
事
録
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本

２
様
式
本
文
中
不
要
の
文
字
は
､
抹
消
す
る
こ
と
｡

３
こ
の
届
を
使
用
す
る
の
は
､
漁
業
協
同
組
合
又
は
水
産
加
工
業
協
同
組
合
で
あ
る
こ
と
｡

様
式
第
二
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
29号

削
除

様
式
第
三
十
一
号
備
考
１
の
�
及
び
様
式
第
三
十
二
号
備
考
１
の
�
中｢催

告
｣

を｢催
告
(当
該

公
告
を
官
報
の
ほ
か
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
又
は
電
子
公
告
に
よ
っ
て
し
た
場

合
に
あ
っ
て
は
､
こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
る
公
告
)
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
三
号
中｢第

91条
の
２
第
５
項
｣

を｢第
91条
第
５

項｣

に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次

の
一
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
33号
の
２
(第
１
条
関
係
)
水
産
業
協
同
組
合
子
会
社
届

年
月

日
福
島
県
知
事

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

組
合

の
名

称
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代
表
者
の
氏
名

印□

下
記
の
会
社
に
つ
い
て
､
子
会
社
と
す
る
(子
会
社
で
な
く
な
っ
た
､
水
産
業
協
同
組
合
法
第
17

条
の
14第
１
項
第
１
号
(第
２
号
)
に
該
当
し
な
い
子
会
社
と
な
っ
た
)
の
で
､
水
産
業
協
同
組
合

法
第
126条

の
２
第
３
号
(第
４
号
､
第
５
号
)
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
｡

記
会
社
の
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

備
考１
こ
の
届
に
は
､
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
｡

�
水
産
業
協
同
組
合
法
第
126条

の
２
第
３
号
の
規
定
に
係
る
届
出
の
場
合
は
､
次
に
掲
げ

る
書
類

ア
そ
の
会
社
を
子
会
社
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
類

イ
当
該
組
合
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

�
最
終
の
貸
借
対
照
表
､
損
益
計
算
書
及
び
剰
余
金
処
分
計
算
書
又
は
損
失
金
処
理
計

算
書
そ
の
他
最
近
に
お
け
る
業
務
､
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書

類
�
当
該
届
出
後
に
お
け
る
収
支
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
類

ウ
当
該
組
合
及
び
そ
の
子
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

�
当
該
届
出
後
に
お
け
る
当
該
組
合
及
び
そ
の
子
会
社
の
収
支
の
見
込
み

�
当
該
届
出
後
に
お
け
る
当
該
組
合
及
び
そ
の
子
会
社
に
お
け
る
連
結
自
己
資
本
比
率

の
見
込
み

エ
当
該
届
出
に
係
る
子
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

�
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
類

�
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

�
最
終
の
貸
借
対
照
表
､
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他
最
近
の

業
務
､
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

�
役
員
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
類

オ
当
該
届
出
に
係
る
子
会
社
対
象
会
社
を
子
会
社
に
す
る
こ
と
に
よ
り
､
当
該
組
合
又
は

そ
の
子
会
社
が
国
内
の
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
有
す

る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
､
当
該
国
内
の
会
社
の
名
称
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書

類
カ
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

�
水
産
業
協
同
組
合
法
第
126条

の
２
第
４
号
及
び
第
５
号
の
規
定
に
係
る
届
出
の
場
合
は
､

そ
の
理
由
を
記
載
し
た
書
類
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

２
様
式
本
文
中
不
要
の
文
字
は
､
抹
消
す
る
こ
と
｡

３
こ
の
届
を
使
用
す
る
の
は
､
漁
業
協
同
組
合
又
は
水
産
加
工
業
協
同
組
合
で
あ
る
こ
と
｡

様
式
第
三
十
五
号
中｢漁

業
共
同
組
合
等
の
信
用
事
業
に
関
す
る
命
令
第
46条
第
３
項
｣

を｢水
産

業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
第
205条

第
６
項
｣

に
、｢同

条
第
４
項
｣

を｢同
条
第
７
項
｣

に
改
め
、

同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
35号
の
２
(第
３
条
関
係
)

水
産
業
協
同
組
合
事
業
計
画
書
提
出
延
期
承
認
申
請
書
年

月
日

福
島
県
知
事

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

組
合
(連
合
会
)
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

印□

事
業
計
画
書
を
水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
第
225条

第
３
項
に
規
定
す
る
期
限
ま
で
に
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
､
同
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り

年
月

日
ま
で
提
出

を
延
期
す
る
こ
と
を
承
認
願
い
ま
す
｡

備
考１
こ
の
申
請
書
に
は
､
期
限
ま
で
に
提
出
で
き
な
い
理
由
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
｡

２
様
式
本
文
中
不
要
の
文
字
は
､
抹
消
す
る
こ
と
｡

３
こ
の
申
請
書
を
使
用
す
る
の
は
､
漁
業
協
同
組
合
､
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
､
水
産
加
工
業

協
同
組
合
又
は
水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会
で
あ
る
こ
と
｡

様
式
第
三
十
六
号
及
び
様
式
第
三
十
七
号
中｢漁

業
協
同
組
合
等
の
信
用
事
業
に
関
す
る
命
令
｣

を

｢漁
業
協
同
組
合
等
の
信
用
事
業
等
に
関
す
る
命
令
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
八
号
中｢漁

業
協
同
組
合
等
の
信
用
事
業
に
関
す
る
命
令
第
51条
第
３
項
｣

を｢漁
業

協
同
組
合
等
の
信
用
事
業
等
に
関
す
る
命
令
第
51条
第
１
項
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
四
十
号
備
考
１
の
�
中｢業

務
報
告
書
｣

の
次
に｢及

び
事
業
計
画
書
｣

を
加
え
る
。

様
式
第
四
十
五
号
備
考
１
中｢監

査
報
告
書
｣

を｢監
査
報
告
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
第
一
項
第
十
二
号
の

改
正
規
定(

｢

第
十
七
条
の
三
第
二
項
た
だ
し
書｣

を｢

第
十
七
条
の
十
五
第
二
項
た
だ
し
書｣

に

改
め
る
部
分
を
除
く
。)

、
様
式
第
十
六
号
の
改
正
規
定(

｢信
用
事
業
会
社
｣

を｢特
定
事
業
会

社
｣

に
改
め
る
部
分
及
び｢第

17条
の
３
第
２
項
た
だ
し
書
｣

を｢第
17条
の
15第
２
項
た
だ
し
書
｣

に
改
め
る
部
分
を
除
く
。)

、
様
式
第
十
八
号
か
ら
様
式
第
二
十
一
号
ま
で
の
改
正
規
定
、
様
式
第

二
十
三
号
の
改
正
規
定
、
様
式
第
三
十
一
号
の
改
正
規
定
、
様
式
第
三
十
二
号
の
改
正
規
定
及
び
様

式
第
四
十
五
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
規
定
に
基
づ
き

提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
、
請
求
書
及
び
届
は
、
改
正
後
の
福
島
県
水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則

の
相
当
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
申
請
書
、
請
求
書
及
び
届
と
み
な
す
。

(

生
産
流
通
領
域
水
産
グ
ル
ー
プ)
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福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

訓

令

福
島
県
訓
令
第
四
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
地
方
振
興
政
策
会
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
地
方
振
興
政
策
会
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
地
方
振
興
政
策
会
議
規
程(

平
成
六
年
福
島
県
訓
令
第
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
一
号
ウ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ウ

地
域
づ
く
り
の
支
援
に
関
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
知
事
が
指
定
す
る
も
の
に
係
る
対
象
事
業

の
決
定
の
た
め
の
調
整
に
関
す
る
事
項

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

財
務
領
域
総
務
予
算
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
訓
令
第
五
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
地
域
連
携
室
運
営
等
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
地
域
連
携
室
運
営
等
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
地
域
連
携
室
運
営
等
規
程(

平
成
十
八
年
福
島
県
訓
令
第
二
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
中｢

(

昭
和
四
十
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号)

｣

を｢
(

平
成
二
十
年
福

島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号)

｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
第
四
号
中｢

第
九
条
の
表
教
育
事
務
所
の
項
職
の
欄｣

を｢

第
十
五
条
の
表
教
育
事

務
所
の
項
職
の
欄｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

財
務
領
域
総
務
予
算
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
四
号

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

新

妻

威

男

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程(

昭
和
四
十
四
年
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
を｢

(

事
務
局)

｣

に
改
め
、
同
条
中｢

置
き
、
当
該
事
務
局
に
選
挙
グ
ル
ー

プ
を｣

を
削
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中｢

を
、
選
挙
グ
ル
ー
プ
に
参
事
及
び
主
幹｣

を｢

、
事
務
局
次
長
、
主
幹
及
び

主
任
主
査｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

選
挙
グ
ル
ー
プ
に
副
主
幹
、
主
任
主
査
、
主
査｣

を｢

事
務

局
に
主
査｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

福
島
県
総
務
部
市
町
村
領
域(

以
下｢

市
町
村
領
域｣

と
い

う
。)

の
総
括
参
事｣

を｢

福
島
県
総
務
部
市
町
村
総
室(

以
下｢

市
町
村
総
室｣

と
い
う
。)

の
部

次
長(

市
町
村
担
当)

｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中｢

参
事
は
市
町
村
領
域
市
町
村
行
政
グ
ル
ー
プ
の

参
事
の
職
に
あ
る
者
を
、
主
幹
は
市
町
村
領
域
市
町
村
行
政
グ
ル
ー
プ
の
主
幹
の
職｣

を｢

事
務
局
次

長
は
、
市
町
村
総
室
市
町
村
行
政
課(

以
下｢

市
町
村
行
政
課｣

と
い
う
。)

の
課
長｣

に
改
め
、
同

条
第
五
項
中｢

主
幹(

前
項
に
規
定
す
る
主
幹
を
除
く
。)

、
副
主
幹
、
主
任
主
査｣

を｢

主
任
主
査｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

主
幹
は
、
市
町
村
総
室
の
総
括
主
幹
の
職
に
あ
る
者
を
も
つ
て
充
て
る
。

第
十
三
条
第
二
項
中｢

参
事｣

を｢

事
務
局
次
長｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

選
挙
グ
ル
ー
プ
の｣

を｢

特
に
指
示
さ
れ
た｣

に
改
め
、
同
条
中
第
四
項
を
削
り
、
第
五
項
を
第
四
項
と
し
、
第
六
項
か
ら

第
八
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
十
四
条
の
見
出
し
中｢

参
事｣

を｢

事
務
局
長
等｣

に
改
め
、
同
条
中｢

参
事｣

を｢

事
務
局
長｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

事
務
局
次
長
は
、
別
表
第
三
に
掲
げ
る
事
務
を
専
決
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
五
条
第
二
項
中｢

別
表
第
三｣

を｢

別
表
第
四｣

に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中｢

市
町
村
領
域
勤
務｣

を｢

市
町
村
総
室
に
勤
務｣

に
、｢

市
町
村
領
域
総
括

参
事
、
市
町
村
領
域
市
町
村
行
政
グ
ル
ー
プ
参
事
及
び
市
町
村
領
域
市
町
村
行
政
グ
ル
ー
プ
主
幹｣

を

｢

市
町
村
総
室
部
次
長(

市
町
村
担
当)

、
市
町
村
行
政
課
長
及
び
市
町
村
総
室
総
括
主
幹
の
職
に
あ

る
者｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

市
町
村
領
域｣

を｢

市
町
村
総
室｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
第
六
号
中｢

撤
去｣

を｢

撤
去
命
令｣

に
改
め
、
同
表
中
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を

削
り
、
第
十
二
号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
十
号
と
し
、
第
十
四
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
十

五
号
を
削
り
、
第
十
六
号
を
第
十
二
号
と
す
る
。

別
表
第
四
を
別
表
第
五
と
す
る
。

別
表
第
三
県
北
地
方
事
務
局
の
項
中｢

伊
達
市｣

の
下
に｢

、
本
宮
市｣

を
加
え
、
同
表
を
別
表
第

四
と
す
る
。

別
表
第
二
第
二
号
中｢
職
員｣

を｢

職
員(

事
務
局
長
を
除
く
。)

｣

に
改
め
、
同
表
第
七
号
を
削

り
、
同
表
中
第
十
四
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
二
号
を
第
十
五
号
と
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し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
四

諸
証
明
の
発
行
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
中
第
十
一
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

六
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
、
同
表
を
別
表
第
三
と
す
る
。

七

政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
基
づ
く
収
支
報
告
書
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

八

政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
に
関
す
る
届
出
等
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

九

政
党
助
成
法
の
規
定
に
基
づ
く
支
部
報
告
書
等
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
二(

第
十
四
条
関
係)

一

重
要
な
事
務
事
業
の
基
本
計
画
の
作
成
及
び
実
施
計
画
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

二

委
員
会
に
提
案
す
る
議
案
の
整
理
に
関
す
る
こ
と
。

三

委
員
及
び
事
務
局
長
の
旅
行
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
三
県
北
地
方
事
務
局
の

項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
五
号

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

新

妻

威

男

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程(
平
成
七
年
福
島
県
選
挙

管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
項
イ
及
び
別
表
第
二
の
二
の
項
中｢

百
円｣

を｢

三
十
円｣

に
改
め
る
。

様
式
第
四
号
中｢第

６
条
第
３
項
｣

を｢第
６
条
第
３
項
・
第
６
条
第
４
項
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
十
二
号
及
び
様
式
第
十
八
号
中｢担

当
グ
ル
ー
プ
(所
)
｣

を｢担
当
課
(所
)
｣

に
改
め

る
。様

式
第
二
十
三
号
中｢訂
正
決
定
等
の
｣

を｢利
用
停
止
決
定
等
の
｣

に
、｢第

21条
の
６
第
１
項
｣

を｢第
21条
の
７
第
１
項
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
四
号
中｢第

21条
の
６
第
１
項
｣

を｢第
21条
の
７
第
１
項
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
四
号
、
様
式
第
二
十
三

号
及
び
様
式
第
二
十
四
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
六
号

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
が
保
有
す
る
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

新

妻

威

男

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
が
保
有
す
る
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
が
保
有
す
る
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程(

平
成
十
二
年
福
島
県
選

挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
項
イ
及
び
別
表
第
二
の
二
の
項
中｢

百
円｣

を｢

三
十
円｣

に
改
め
る
。

様
式
第
七
号
中｢担

当
グ
ル
ー
プ
(所
)
｣

を｢担
当
課
(所
)
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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